
飼い犬の手続きには犬を迎え入れた方法によって手続き方法が異なります

いいえ

特例制度参加の 

市町村

環境保全課窓口にて 

犬登録（新規）のお手続きが必要です。 

（登録手数料 3,000 円）

環境保全課窓口にて 

犬登録（変更）のお手続きが必要です。 

（手数料は不要です） 

マイクロチップを装着していますか

特例制度に不参加の 

市町村（中間市含む）

新しく飼い始めた犬は 

どのような方法で迎え入れましたか

はい 

（マイクロチップを装着した時の市町村を確認）

ペットショップ 

ブリーダー等から購入

友人・知人等からの譲渡 

（愛護センター等含む）
その他


